
郷土の古文書 
「その１３ 離別状之事」 

 解説  

この離別状は名倉村（現神奈川県藤野町名倉）の所左衛門へ嫁いだ伊奈村の「なみ」という女性が、嫁ぎ先の意に叶わな

いので離婚するというので、夫から差出された証文です。この証文は一般的に離縁状、或いは三行半
みくだりはん

（三行半で書くことか

ら言われた）などといわれています。 

 江戸時代の離婚は、武家社会では婚姻の時と同様に双方の実家から主君へ届け出ることにより成立したのでした。 

一方、町民・農民は嫁入り婿入りを問わず、三行半（みくだり半）という離縁状を夫が妻に渡すことによって成立しました。

離縁状は夫の方からの一方的なもので妻から出すことはできませんでしたが、実態は妻の希望や飛び出しであったりするこ

ともあり、多くは双方熟談の上の協議離婚であったようです。 

 夫の離縁状交付は権利というより、義務であり、夫側では交付の証拠がないと、再婚の時先妻から異議を唱えられること

もあるので離縁状を渡した妻から「返り一札」という受取書を取った夫もいました。 

また、不埒
ふらち

な夫に対する妻からの離婚願を夫の懇願で結婚を継続させる場合、妻の側から再び不埒な事が生じた場合を想

定して、あらかじめ離縁状を差し出させる「先渡し離縁状」を受け取って置くこともありました。 

 近世社会では、この証文がないと夫婦ともに再婚することができず、もし離縁状なくして再婚すると刑罰がくだされまし

た。 
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